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市民相談（10月～11月）　相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※市役所の受付は、午前８時30分〜午後５時15分です。
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ
行 政 10月19日㈭　午前10時〜正午、午後１時〜３時

市役所１階 市民相談室 
   　　　☎�１１１３
市民課☎�１１１２
　　　☎�１１１０

法 律

10月４日㈬・11日㈬・18日㈬・25日㈬　午後１時〜４時
◎11月の相談日

弁護士に
よる相談

11月１日㈬・８日㈬　午後１時〜４時　
定員＝各６人（先着順)

司法書士に
よる相談 11月22日㈬　午後１時〜４時

定員＝６人（先着順)

労 働 法 律 11月15日㈬　午後１時〜４時　
定員＝６人（先着順)　弁護士

不 動 産 10月13日㈮・11月10日㈮　午後１時〜４時
相談員＝不動産無料相談員（宅地建物取引士）

年金・労働 10月12日㈭　午後１時〜４時　
相談員＝社会保険労務士

税 務 10月10日㈫・11月14日㈫　午後１時〜４時　
相談員＝税理士　

消 費 生 活

毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）
午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分 市役所４階 商工観光課 商工観光課 ☎�１１７５
毎週火・金曜日（休日を除く）
午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分
※10月20日㈮はお休みです　

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
 ☎�１２３２

人 権
10月10日㈫・11月14日㈫　午後１時〜４時 アスピアこだま１階 

　　　　　　会議室３ 市民活動推進課
　　　　　　 ☎�１１１８10月24日㈫・11月28日㈫　午後１時〜４時 市役所１階　市民相談室

女 性 相 談
(DV相談も含む)

毎週月〜金曜日（休日を除く）　
午前８時30分〜午後５時15分

市役所３階
市民活動推進課

市民活動推進課
☎�１１４４　☎�１１１８

家 庭 児 童 毎週月〜金曜日（休日を除く)　午前９時〜午後４時 市役所２階 子育て支援課 子育て支援課☎�１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）毎週月〜金曜日（休日を除く)　午前９時30分〜午後３時

ふれあい教室
（旧勤労会館２階）

教育支援センター
☎�４２８７

教 育
（いじめ等）

毎週水曜日（休日を除く）
電話相談：午後１時30分〜５時
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約必要

子どもの心の相談員
☎�７３３７

心 配 ご と

毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時〜４時（受付は３時30分まで）
※相談時間中のご連絡は、☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５

毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時〜４時（受付は３時30分まで）

アスピアこだま１階
　　　　　　　会議室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
☎�１２３７

結　　 婚 10月４日㈬・18日㈬・11月１日㈬
午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

※相談時間中
のご連絡は、
☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５介護の悩み 10月13日㈮・27日㈮・11月10日㈮

午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

成 年 後 見 10月10日㈫・24日㈫・11月14日㈫
午後１時〜４時（受付は３時30分まで)

※各種相談は予約制
※11月の相談予約は、10月20日㈮から受付開始       
   （先着順。受付開始日は電話予約のみ）
※同じ相談に同時に複数の申し込みはできません

　各種相談日
●法律相談　　　　　　　　　　　●行政相談             毎月第３木曜日
・弁 護 士　毎月第１・２水曜日　●不動産相談         毎月第２金曜日
・司法書士　 〃  第３・４水曜日　●年金・労働相談 偶数月第２木曜日
 （労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）  ●税務相談　          毎月第２火曜日
●労働法律相談（弁護士）５・８・11・２月の第３水曜日
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■被害から身を守るために
○不審者に声かけ等をされたら、近くの民家や事業所等に助けを求め
　ましょう。
○夜間の一人歩きは控えましょう。一人で外出するときは、人通りや
　交通量の多い、明るい場所を通行しましょう。
○歩きながら音楽を聴いたりスマートフォンなどを操作していると不
　審者の接近がわからないのでやめましょう。

犯罪行為までにいたらない、「声をかけられた」「手を引かれた」
「肩に手をかけられた」「後をつけられた」などの報告が増加！

不審者による声かけ、つきまとい等の被害から身を守るために

ペットボトルのラベルはがしにご協力ください
　ペットボトルの素材が薄く軽量化されてきたことで、機械でラベルを切り、風力で吹き飛ばしていた分別
作業が難しくなりました。
　このため、資源ごみ収集所へはラベルをはがしてから出すよう、ご協力をお願いします。

はがしたラベルは「可燃ごみ」に はがしにくいラベルはそのままで

〜限りある資源を有効に〜

①Reduce（リデュース）
　使う資源やごみの量を減らすこと。

②Reuse（リユース）
　物を繰り返し使うこと。

③Recycle（リサイクル）
　使い終わったものを資源として再び利用すること。

お買い物には「マイバッグ」お出かけには「マイボトル」を！

１０月は

推進月間です
３R

３Rとは・・・
EC

ガイド

リサイクルにご協力を！

回 収 場 所 日　　程 時　　間 問合せ先

アスピアこだま 10月１日㈰
11月５日㈰ 午前９時〜11時 ハートtoハート

(佐久間さんち）
☎�９３００ 市役所 10月15日㈰ 午前９時〜11時

午後１時〜３時

本庄南公民館 10月14日㈯ 午前９時〜11時 佐久間さんち
☎�９３００

就労継続支援Ｂ型
事業所｢佐久間さんち｣
(本庄高校北側）

10月20日㈮ 随時受付 ポノポノ
☎�２１９５

 集団資源回収予定表　＜回収品目は古紙類・缶類です＞

※天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。

★環境推進課☎�１１７２
★環境産業課☎�１３３４

３Ｒ推進月間パネル展
３Ｒについてみんなで考えて
みませんか？

①市役所１階市民ホール会場
日程　10月２日㈪～６日㈮
②セルディ会場
日程　10月16日㈪～20日㈮

《①②共通》
時間　午前９時～午後５時
　　　※最終日は正午まで。

緑のカーテンコンテスト
作品展を開催します
夏の日差しを遮り暑さをやわら
げる緑のカーテン。見事な作品
をご覧ください。

会場　市役所１階市民ホール
日時　10月２日㈪～６日㈮
　　　午前９時～午後５時
　　　※最終日は正午まで。

① ② ③新しいペットボトルの出し方
　①キャップをはずす
　②ラベルをはがす
　③中身を空にして軽くすすぐ


